
契約書に

該当文言が

あり 電子申請可

なし 窓口又は郵送のみ

※なしの場合、電子申請不可

＜該当文言の例＞
利用者（ ）は、事業者（ ）に以下のことを委任します。
居宅サービス計画作成（変更）依頼を電子申請で保険者に届け出ること。



よくある質問

Q1 電子申請時に被保険者番号がわからない場合はどうすればいいですか？
A1 被保険者番号を入力せずに電子申請可能です。

Q2 事業対象者も電子申請可能ですか？
A2 事業対象者は電子申請対象外です。チェックリストと一緒に紙で提出してください。

Q3 被保険者証の印字はどうすればいいですか？
A3 約一週間後、原則住民票の住所に、居宅介護支援事業所名を記載した被保険者証を郵送します。

（区分変更や更新の場合は、認定決定後の発送となります。）


